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茅ヶ崎市の犯罪被害者 
支援の取組について 
 
 

 
 茅ヶ崎市役所 市民安全部市民相談課 
                 

 お問い合わせ先：０４６７－８２－１１１１
内線１２６９、１２６１～１２６２ 
 

平成２８年２月１５日   
茅ヶ崎市犯罪被害者等支援条例制定記念講演会 



１．スタートのきっかけ 
   犯罪被害者基本法第１１条 
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 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が日常生活または社会生活を円滑

に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題につ
いて相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、犯罪被害者等の援助に精通し
ている者を紹介する等必要な施策を講ずるものとする。 

  茅ヶ崎・寒川被害者支援ネットワークのつながりから 
  
 被害者支援自助グループ茅ヶ崎（のちの「ピア・神奈川」）の代表が構
成メンバーとして出席。 

「電話一本と小さな相談室を提供いただければ、力になりたい」 



  相談窓口を開設 
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 平成２１年７月に被害者支援自助グループ「ピア・神奈川」と
協定を締結し、平成２１年８月に相談窓口を開設 
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件数 

※平成２４年より職員が相談に応じている件数も追加しているため数が増加しています。 

２．これまでの取組 
 



広報ちがさき  
平成２１年７月１５日号 １面 

広報紙掲載の他、ケーブルテレビの
市の広報番組でも特集をとして放
送。 
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広報ちがさき 平成２６年１２月１日号 
 
どのような相談が市にはできるのか、だれが相談に応じるのかがわかりや
すい記事になるよう作成しました。 
事件の大きさなどにかかわらず、つらい気持ちをひとりで抱えずに相談し
て欲しいという部分に重点を置いた内容になっています。 
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広報ちがさき  
平成２７年 
１２月１日号 ３面               
条例の施行に合わせ
て掲載しました。 
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３．茅ヶ崎市犯罪被害者等支援条例について 
 条例制定までの経過 

●平成２６年１０月 「市長の一日相談」において、「ピア・神奈川」メン
バーより被害者が創る条例研究会が作成された「市町村における犯罪被害者等
基本条例案」が提出され条例制定の要望を受ける 
 
●平成２６年１０月 提出された条例案や先進自治体の条例及び制度を参考に
条例案作成に着手 
 
●平成２６年１２月 市議会一般質問において市議会議員より条例制定の要望
を受ける 
 
●平成２７年３月から４月 条例案のパブリックコメントを実施 
 
●平成２７年７月 パブリックコメント結果公表 
（２０名の方より５３件のご意見をいただきました。） 
 
●平成２７年９月 平成２７年第３回市議会定例会に「茅ヶ崎市犯罪被害者等
支援条例（案）」を提出し、可決され９月３０日に「茅ヶ崎市犯罪被害者等支
援条例」を公布 
 
●平成２７年１１月２５日 「茅ヶ崎市犯罪被害者等支援条例」施行 



基本理念や市の責務、市民の責務などを
定めた基本条例 
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３．茅ヶ崎市犯罪被害者等支援条例について 
 

 茅ヶ崎市では、身近な相談窓口として地域の実情に応じた支援を適切かつ

きめ細かに提供するため、「茅ヶ崎市犯罪被害者等支援条例」を制定し、平成２
７年１１月２５日に施行しました。 

条例の特徴 

被害者の方の声を反映させた支援策 

国や県と重ならない支援策 
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 条例において実施する具体的な支援の対象者 

  

対象 
 犯罪被害があった時に茅ヶ崎市民であり、警察に被害を届け出ており、次
のいずれかに該当する場合具体的な支援策の対象となります。 

①犯罪行為による被害により死亡した場合 
 
②犯罪行為による被害により１か月以上の加療を要する被害を
受けた場合 
 
③性犯罪の被害を受けた場合（１か月以上の加療を要さない場
合） 
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①お亡くなりになった方のご遺族に５０万円を支給します。 

②１か月以上の加療を要する被害を受けられた方に１０万円を支給します。 

③性犯罪の被害に遭い１か月以上の加療を要さない方に５万円を支給します。 

見舞金の支給（第７条） 

支援内容 

住居確保の支援（第８条） 

自宅や自宅付近が犯罪被害の現場となり、引き続き居住することができない場合 
 

①１０万円を上限に転居費用支援金を支給します。 

②転居後新たに入居する賃貸住宅の家賃補助として３万円を上限に６か月まで 
家賃支援金を支給します。 
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日常生活の支援（第９条） 

支援内容 

①家事・介護支援 

 犯罪被害に遭ったことで、家のことに手が回らない、家事を担ってい
た方を失ってしまった、介護が必要になったなど日常生活に支障をきた
している場合に、それぞれ６０時間を上限に家事・介護を行うヘルパー
を派遣します。 

②一時預かり支援金の支給 

 裁判や通院など犯罪被害に遭ったことでお子さんを預けなければなら
ない場合に、お子さんの一時預かりに要した費用を３０００円を上限に
５回まで支給します。 
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相談及び情報の提供（第６条） 

※相談及び情報の提供については対象を限定せず、どな
たのご相談にも応じます。 

 引き続き、市民相談課において犯罪被害に遭った方やご家族、ご遺

族の不安や疑問、困りごとについて総合的に相談に応じます。 
 
 「何をどうしたらいいかわからない」「何の手続きが必要で、ど
んな支援が受けられるのかわからない」といった状況に陥ってし
まっている被害者の方のお話をまずはお伺いし、庁内各課や関係機
関とも連携し、ご相談内容に応じ、必要な対応を行います。 
 
●月曜～金曜   ８：３０～１７：００ 職員がお受けします。 
●第１・３水曜 １０：００～１６：００  
            ピア・神奈川の相談を開設しています。 
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市民への啓発（第１０条） 

犯罪被害に遭われた方が再び安心して日常を送ることができ
るように・・・ 

 地域全体で被害者の方を温かく支えることができるよう啓発活動
を実施します。  
 
 市民の方に、犯罪被害に遭うとはどういったことなのか、どのよ
うな状況に置かれ、どのような問題を抱えることになるのかを知っ
ていただくとともに支援の必要性を理解していただくために、広報
紙やリーフレットなどにおいて説明と呼びかけを行います。 
 
 また、犯罪被害者の方が二次被害に遭うことのないよう、被害者
の方に接する際の留意点などもご紹介したり、「犯罪被害に遭った
方にどのように接したらいいのかわからない」といったご相談にも
応じます。  
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    皆様へのお願い 

 市では広報紙やホームページなど様々な媒体を利用し「犯罪被害者
等支援相談」について広報を行いますが、市からのお知らせには限界
があります。 
 
 被害に遭った方が相談窓口にたどり着くことができるよう、皆様に
「市が犯罪被害者等支援相談を行っている」ということを知っていた
だき、もしも犯罪被害に遭われた方と接することがあった際には、被
害者の方に情報提供を行っていただき、市民相談課までご案内いただ
きますようお願いいたします。 
 
 御理解御協力よろしくお願いいたします。 
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